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令和６年度組合運営実務講習会 組合制度試験対策 

 

令和６年１０月 1６日（水）14：00～17：00 

◆自己紹介  

 

◆組合士試験全体の試験概要 

  ・試験科目  組合会計、組合制度、組合運営の 3 科目 

    (組合会計) 10：00～12：00（2 時間） 

    (組合制度) 13：00～14：20（1 時間 20 分） 

    (組合運営) 14：40～16：00（1 時間 20 分） 

  ・試 験 日  令和６年 12 月１日（日） 

  ・場 所  ホテル札幌ガーデンパレス 

  ・願書受付期間  令和６年 9 月２日（月）～１０月 2１日（月） 

  ・合格発表  令和７年 3 月３日（月） ※認定には組合等で 3 年以上の実務経験が必要 

  ・合  格  点  100 点満点中 60 点 ※配点は非公表 

 

＜合格率＞ 

（％） 

 組合制度 組合運営 組合会計 全体 

Ｈ25～Ｒ05 の平均 67.0 67.4 53.2 42.8 

（％） 

 組合制度 組合運営 組合会計 全体 

Ｒ05 年度 90.7 89.2 63.2 59.4 
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◆試験対策 

 ＜試験内容＞ 

  第１問 400 字の小論文 

  第 2 問 語群選択問題 

  第 3 問 4 者択一問題（※）問題形式が変わっている 

  第 4 問 正誤問題 

  （※）～平成 30 年度は 4 行記述問題、令和元年度以降は３者択一、４者択一 

  

＜過去の出題内容＞ 

第 1 問 小論文（2 問から 1 問選ぶ） 

    平成 28 年度 ①中小企業組合の組合員の権利義務について 

          ②中小企業組合の政治的中立の原則について 

    平成 29 年度 ①中小企業の「基準及び原則」について 

          ②中小企業の組織化の意義について 

    平成 30 年度 ①協同組合と株式会社の相違について 

          ②中小企業組合の監事に期待される役割について 

    令和元年度 ①組合法における組織化の精神と、それに基づく組合の備えるべき 

           4 つの基準について 

          ②組合運営が適正になされているためのガバナンス（統治）制度について 

    令和 2 年度 ①中小企業組合における加入・脱退の自由の原則について 

          ②今日の社会・経済情勢の下での中小企業組織化の意義について 

    令和 3 年度 ①中小企業等協同組合法に定められている相互扶助の精神について 

          ②中小企業組合の組合員の権利義務について 

    令和 4 年度 ①中小企業の協同組合と株式会社の相違について 

          ②中小企業組合の政治的中立の原則について 
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    令和５年度 ①組合の「基準及び原則」について 

          ②中小企業等協同組合法の相互扶助の精神について 

  第 2 問 語群選択 

    中小企業基本法に関する出題が中心 

 第 3 問 4 行記述問題 

    組合についての基礎知識に関する出題が中心 

  第 4 問 正誤問題 

    法律規定に関する出題が中心 

 

 ＜試験のポイント＞ 

  問題を解く順番 

  出題の中心となるのは事業協同組合 

 

 ＜テキストのポイント＞ 

  ●第 3 問（4 行記述？３者択一？４者択一？穴埋め？） 

   ・＜試験内容＞の記載のとおり、問題形式が変わっている 

   ・穴埋めの単語だけ覚えるのではなく、どんな出題形式でも対応できるように 

 

  ●第 4 問（正誤問題） 

   ・「中小企業等協同組合法」「中小企業団体の組織に関する法律」「商店街振興組合法」が出題の傾向 

   ・法律を覚えるのは難しい → テキストや過去問を解いて理解していく 

 

  ●第 1 問（小論文） 
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   ・2 つのテーマから選択できる 

   ・文章を完成させるのにかかる時間を練習し、感覚をつかんでおく 

 

  ●第 2 問（語群選択） 

   ・「中小企業基本法」からの出題（テキスト第 1～3 条は基本なので覚える） 

   ・必ず全て埋める 

 

 ＜勉強方法＞ 

  ・テキストと過去問で基礎固めをする 

  ・解答で理解できない部分を他の資料で補う 

   中小企業基本法（第 2 問） 

   中小企業等協同組合法（第 4 問） 

  ・自分の組合に置き換えて考えてみる 























































































































































（小規模企業に対する中小企業施策の方針）
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三　［　A　］の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏
［小規模企業に対する中小企業施策の方針］

要な考慮を払うこと。
制、情報の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必
まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、［　B　］、税

ため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な［　E　］の円
　国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進する

する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

［創業の促進］

滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対



 18 

18

18

注：平成25年の改正により下記の２条が追加
　　・第16条　海外における事業展開の促進
　　・第17条　情報通信技術の活用の推進
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に関して実施する［　D　］の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
［　E　］のための制度の整備、事業の承継のための制度の整備、小規模企業
４　国は、中小企業者の事業の再建、承継又は廃止の円滑化を図るため、



 




































